
入河内 ○ ○ ○

奈比賀 ○ ○ ○

上尾川桃ノ久 ○ ○ ○ ○

下尾川 ○ ○ ○ ○

大井 ○ ○ ○ ○

栃ノ木 ○ ○ ○

畑山大田 ○ ○ ○

下久保 ○ 〇 ○ ○

長山 ○ ○ ○

小松原 ○ ○ ○

活動内容（全協定共通）

③
その他の
施設の
管理

１　耕作放棄の防止等の活動
２　水路、農道等の
　　管理活動

Ⅰ必須事項（農業生産活動等）

⑤
農地の
法面管理

⑥
柵、
ネット等の
設置

集落協定名

農業生産活動等として取り組むべき事項

⑬
地目変換

⑭
その他

①
水路の
管理

②
農道の
管理

⑦
限界的
農地の
林地化

⑧
簡易な
基盤整備

⑨
担い手
の確保

⑩
地場
農産物の
加工
・販売

⑪
土地改良
事業

⑫
自然災害を
受けている
農用地
の復旧

①
賃借権
設定・
農作業の
委託

②
既荒廃
農用地の
復旧

③
既荒廃
農用地の
林地化

④
既荒廃
農用地の
保全管理



○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

⑭
緑肥作物
の作付け

⑧
鳥類の
餌場の
確保

⑨
粗放的
畜産

⑩
堆きゅう肥
の施肥

⑪
拮抗作物
の利用

⑫
合鴨・鯉の
利用

⑬
輪作の
徹底

①
周辺林地
の下草刈

②
土壌流亡
に配慮
した営農

③
棚田
オーナー
制度

④
市民農園
等の
開設
・運営

⑥
景観作物
の作付け

⑦
魚類
・昆虫類の
保護

⑤
体験民宿
(グリーン・
ツーリズム)

１　国土保全機能
　　を高める取組

Ⅱ選択的必須事項（多面的機能を増進する活動）

２　保健休養機能を高める取組 ３　自然生態系の保全に資する取組

⑮　その
他活動



○ ○ 〇

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ 〇 ○

○ ○ 〇

○ ○

集落戦略作
成の有無

体制整備の
実施状況

⑨
共同で
支え合う
集団的
かつ
持続的な
体制整備

⑩
その他

③
農業生産
条件の
強化

⑤
担い手
への
農作業の
委託

④
担い手
への
農地集積

①
将来に
わたり
農業生産
活動等が
可能
となる
集落内の
実施体制
構築

②
協定の
担い手と
なる新た
な人材の
育成
・確保

③
協定
参加者
それぞれ
が作物
生産、加
工・直売
等様々な
工夫によ
り再生可
能な所得
を
確保

④
その他

①
機械
・農作業
の共同化
等営農組
織の育成

②
高付加
価値型
農業

集落マスタープラン

目指すべき将来像 将来像を実現するための活動方策

⑥
新規就農
者等
による
農業生産

⑦
地場産
農産物等
の加工・
販売

⑧
消費
・出資の
呼び込み



担い手等
が確保で
きており、
耕作を継
続していく

農業者（協
定内）

農地所有
適格法人、
農業生産
組織等（協
定内）

農業者（協
定外）

農地所有
適格法人、
農業生産
組織等（協
定外）

担い手等が確保できている
が、全ての委託希望は受けら

れない

農業者
（協定内）

農地所有
適格法人、
農業生産
組織等（協
定内）

農業者
（協定
外）

農地所有適格法人、農
業生産組織等（協定外）

担い手等
が確保で
きていな
い

耕作を継続していきたいが、考査
条件の悪い農地がある

耕作を継続
していきた
いが農業所
得が低い

耕作を継続
していきた
いが、法面
や水路・農
道等の管理
が過重な負
担となって
いる

鳥獣被害が
深刻であ
り、耕作意
欲が減退し
ている

集落の自治
（コミュニ
ティ）機能
が低下して
おり、生活
に支障・不
安が生じて
いる

その他
（自由
記載）

入河内集
落協定

奈比賀集
落協定

上尾川桃
ノ久集落
協定

下尾川集
落協定

大井集落
協定

栃ノ木集
落協定

畑山大田
集落協定

下久保集
落協定

長山集落
協定

○ ○

小松原集
落協定

耕作放棄
の懸念は
なく、集落
の課題も
ないことか
ら、対策は
不要

協定内で担
い手を育
成・確保

農業者

農地所有
適格法人、
農業生産
組織等

新規就農
者

協定外で担い手を確保
農業者
（協定外）

農地所有
適格法人、
農業生産
組織等（協
定外）

基盤整
備等に
より耕作
条件を
改善

農産物の高付加価値化
により所得の向上を図る

新たな作
物の導入
により所
得の向上
を図る

省力化技術の導入や外注化等に
より労働負担の軽減を図る

耕作継続が
困難な農用
地の林地化

放牧利用に
よる農用地
の管理

鳥獣被害
防止対策の
実施

集落の自治
（コミュニ
ティ）機能の
強化

その他
（自由
記載）

入河内集
落協定

奈比賀集
落協定

上尾川桃
ノ久集落
協定

下尾川集
落協定

大井集落
協定

栃ノ木集
落協定

畑山大田
集落協定

下久保集
落協定

長山集落
協定

○

小松原集
落協定

特に懸念
はなく、協
定参加者
で実施して
いく

協定参加
者だけでは
検討が困難
であり、外
部（市町
村・都道府
県を含む）
からの助力
を得たい

他の協定と
の広域化を
考えたい

中山間地
域等直接
支払交付
金の加算措
置を活用し
たい

対策に活用
可能な補助
事業等を紹
介してほし
い

その他（自由記載）

入河内集
落協定

奈比賀集
落協定

上尾川桃
ノ久集落
協定

下尾川集
落協定

大井集落
協定

栃ノ木集
落協定

畑山大田
集落協定

下久保集
落協定

長山集落
協定

小松原集
落協定

入河内集
落協定

奈比賀集
落協定

上尾川桃
ノ久集落
協定

下尾川集
落協定

大井集落
協定

栃ノ木集
落協定

畑山大田
集落協定

下久保集
落協定

長山集落
協定

小松原集
落協定

農地所有
適格法人
が支援す
る

JAが支援
する

集落営農
組織が支援
する

農業者が支
援する

協定参加
者で役割分
担しつつ、
農用地の維
持管理を行

う

その他（自由記載）

入河内集
落協定

奈比賀集
落協定

上尾川桃
ノ久集落
協定

下尾川集
落協定

大井集落
協定

栃ノ木集
落協定

畑山大田
集落協定

下久保集
落協定

長山集落
協定

○

小松原集
落協定
※上記の支援体制によってもなお、
当該農用地で農業生産活動等の
継続が困難となった場合には、集
落協定代表者は、速やかに市町
村、農業委員会等に当該農用地に
対する利用権の設定等又は農作業
受委託の斡旋等を申し出ることとす
る。
※結果として、当該農用地で農業
生産活動等の継続が困難となった
場合には、当該農用地分のみ、交

2-5農業生産活動等の継続のための支援体制（第5期対策の期間中に、協定農用地において農業生産活動等の

第5期対策期間中の農業生産活動等の継続のための支援体制

2-3具体的な対策に向けた検討（複数可）※「2-2集落の現状を踏まえた対策の

検討を要する事項

2-2集落の現状を踏まえた対策の方向性（複数可）

担い手の詳細

対策の方向性 対策の方向性

担い手の詳細

対策の方向性

2-4今後の対策の具体的内容及びスケジュール（決まり次第記載）※「2-2集落の現状を踏まえた対策の方向性」で「対策は

集落戦略（集落の将来像）

集落の現状

担い手の詳細 担い手の詳細

2-1協定農用地の将来像を踏まえた集落の現状（複数可）

集落の現
状

集落の現状


